
 

 

 

公益財団法人山崎香辛料振興財団 

 

令和 5年度事業計画書 

 

 

令和 5 年 4 月 1日から 

令和 6 年 3 月 31日まで 

 

１．研究助成等の事業 

香辛料に関する研究助成については、前年度に引き続き事業を実施すること 

とし、研究助成の応募のあったものを専門委員会における審査・検討を経て 

研究課題の選定・決定を行い、大学の研究者等に対する研究助成の事業を行う。 

また、成果については、これを公表する。 

 

２．香辛料普及等の事業 

香辛料に関する資格検定やセミナーの開催など、香辛料の普及等の事業を行う。

資格検定方法は令和 4 年度と同様に CBT（Computer Based Testing）試験で実

施する。 

CBT（Computer Based Testing）試験とは、全国にあるテストセンターで一定 

期間試験日を設け、申込者が試験日・会場を選んでパソコンを使用して受験でき 

る試験。 

 

３．その他 

ホームページを通じた情報公開に努めるとともに、事業の広報や寄付の募集

等を実施する。 


